
目

次

告

示

○
令
和
二
年
青
森
県
商
品
流
通
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
統
計
分
析
課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
三

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
三

公

告

○
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
四

公
安
委
員
会

○
交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

令
和
二
年
青
森
県
商
品
流
通
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例
（
平

成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

本
調
査
は
、
都
道
府
県
間
に
お
け
る
商
品
流
通
状
況
を
把
握
し
、
令
和
二
年
青
森
県
産
業
連
関

表
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
の
製
造
業
に
係
る
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
間

令
和
二
年
（
暦
年
）
の
年
間
実
績
に
つ
い
て
、
製
造
品
の
自
工
場
生
産
額
、
自
工
場
消
費
額
、

輸
出
向
出
荷
額
、
国
内
向
出
荷
額
及
び
国
内
向
出
荷
額
の
消
費
地
別
構
成
比
に
係
る
事
項
の
報
告

を
求
め
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

生
産
品
目
別
に
出
荷
額
又
は
生
産
額
の
大
き
い
順
に
抽
出
し
た
六
百
事
業
所

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

青
森
県
が
調
査
対
象
事
業
所
に
対
し
て
郵
送
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
し
、
当
該
事
業
所
は
調
査

票
に
記
入
の
上
、
青
森
県
に
郵
送
で
提
出
す
る
郵
送
自
計
方
式
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

調
査
は
、
令
和
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
三
百
八
十
号

令
和
三
年十

一
月
一
日

（
月
曜
日
）



令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

坂
本

麗

輔

弘
前
市
大
字

駅
前
三
丁
目

一
七
の
二
シ

テ
ィ
プ
ラ
ザ

代
官
町
Ｄ
二

〇
五
号

居
宅
療
養

管
理
指
導

坂
本
歯
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

北
津
軽
郡
鶴

田
町
大
字
鶴

田
字
鷹
ノ
尾

九
の
七

令
和三･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

駅
前
二
丁
目

一
〇
の
六

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

坂
本

麗

輔

弘
前
市
大
字

駅
前
三
丁
目

一
七
の
二
シ

テ
ィ
プ
ラ
ザ

代
官
町
Ｄ
二

〇
五
号

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

坂
本
歯
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

北
津
軽
郡
鶴

田
町
大
字
鶴

田
字
鷹
ノ
尾

九
の
七

令
和三･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

駅
前
二
丁
目

一
〇
の
六

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

坂
本

麗

輔

弘
前
市
大
字

駅
前
三
丁
目

一
七
の
二
シ

テ
ィ
プ
ラ
ザ

代
官
町
Ｄ
二

〇
五
号

居
宅
療
養

管
理
指
導

坂
本
歯
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

北
津
軽
郡
鶴

田
町
大
字
鶴

田
字
鷹
ノ
尾

九
の
七

令
和三･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

駅
前
二
丁
目

一
〇
の
六

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

坂
本

麗

輔

弘
前
市
大
字

駅
前
三
丁
目

一
七
の
二
シ

テ
ィ
プ
ラ
ザ

代
官
町
Ｄ
二

〇
五
号

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

坂
本
歯
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

北
津
軽
郡
鶴

田
町
大
字
鶴

田
字
鷹
ノ
尾

九
の
七

令
和三･一〇･
一

変
更
後

弘
前
市
大
字

駅
前
二
丁
目

一
〇
の
六

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

一五九

令
和三･一〇･二二
合
同
会
社

ア
イ
デ
ィ

ア

三
沢
市
春

日
台
二
丁

目
一
五
四

の
六
四
五

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム
春

日
台
介
護

セ
ン
タ
ー

三
沢
市
春

日
台
二
丁

目
一
五
二

の
四
一
三
令
和三･一〇･二二
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
健
生
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
扇
町
二
丁
目
二
の
一
二

令
和三･一一･
一

福
原
循
環
器
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
上
鞘
師
町
一
七
の
三

〃

公

告

都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
森
都
市
計
画

区
域
に
お
け
る
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第

二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
の
日
時

令
和
三
年
十
二
月
十
四
日

午
後
二
時
か
ら

二

開
催
の
場
所

青
森
県
庁
東
棟
五
階
中
会
議
室

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

案
件

青
森
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

（
以
下
「
都
市
計
画
変
更
案
」
と
い
う
。
）
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四

公
述
の
申
出
等

１

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
別
記
様
式
に
よ
る
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
青
森
市
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

３

書
面
の
提
出
期
限

令
和
三
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
に
到
着
の
こ
と
。

４

書
面
の
提
出
先

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

青
森
市
中
央
一
丁
目
二
二
の
五

５

公
述
人
の
選
定

書
面
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
し
、
そ
の
旨
を
本
人
宛
通
知
す
る
。

五

都
市
計
画
変
更
案
の
概
要

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
は
、

一
体
の
都
市
と
し
て
整
備
、
開
発
及
び
保
全
す
べ
き
区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
る
都
市
計
画
区
域
を

対
象
に
、
青
森
県
が
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
都
市
の
将
来
像
を
明
確
に
す

る
と
と
も
に
そ
の
実
現
に
向
け
て
の
大
き
な
筋
道
を
明
ら
か
に
す
る
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
都
市
計
画
の
基
本
的
な
方
向
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

六

都
市
計
画
変
更
案
の
閲
覧

都
市
計
画
変
更
案
は
、
次
の
と
お
り
閲
覧
に
供
す
る
。

１

閲
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

青
森
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

２

閲
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

３

閲
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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五
所
川
原
警
察
署
小
泊

警
察
官
駐
在
所

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂

山
一
一
八
七

五
所
川
原
警
察
署
小
泊

警
察
官
駐
在
所

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
築

上
一
五
の
六



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）
（
警
察
官
駐
在

所
の
名
称
及
び
位
置
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）
（
警
察
官
駐
在

所
の
名
称
及
び
位
置
）

所
轄

警
察

署

名
称

位
置

所
轄

警
察

署

名
称

位
置

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

五
所

川
原

警
察

署

西
部
警
察

官
駐
在
所

七
和
警
察

官
駐
在
所

飯
詰
警
察

官
駐
在
所

喜
良
市
警

察
官
駐
在

所相
内
警
察

官
駐
在
所

水
元
警
察

官
駐
在
所

内
潟
警
察

官
駐
在
所

五
所
川
原
市
大
字
川

山
字
森
内
三
十
七
番

地
八

五
所
川
原
市
大
字
羽

野
木
沢
字
隈
無
三
十

二
番
地

五
所
川
原
市
大
字
飯

詰
字
桜
田
三
十
四
番

地
十
一

五
所
川
原
市
金
木
町

喜
良
市
千
苅
二
百
七

番
地

五
所
川
原
市
相
内
岩

井
八
十
一
番
地
百
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大

字
廻
堰
字
上
桂
井
二

十
二
番
地
八

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
薄
市
字
玉
清
水
二

十
一
番
地
六
十
二

五
所

川
原

警
察

署

西
部
警
察

官
駐
在
所

七
和
警
察

官
駐
在
所

飯
詰
警
察

官
駐
在
所

喜
良
市
警

察
官
駐
在

所相
内
警
察

官
駐
在
所

水
元
警
察

官
駐
在
所

内
潟
警
察

官
駐
在
所

五
所
川
原
市
大
字
川

山
字
森
内
三
十
七
番

地
八

五
所
川
原
市
大
字
羽

野
木
沢
字
隈
無
三
十

二
番
地

五
所
川
原
市
大
字
飯

詰
字
桜
田
三
十
四
番

地
十
一

五
所
川
原
市
金
木
町

喜
良
市
千
苅
二
百
七

番
地

五
所
川
原
市
相
内
岩

井
八
十
一
番
地
百
六

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大

字
廻
堰
字
上
桂
井
二

十
二
番
地
八

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
薄
市
字
玉
清
水
二

十
一
番
地
六
十
二

小
泊
警
察

官
駐
在
所

中
里
警
察

官
駐
在
所

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
小
泊
字
築
上
十
五

番
地
六

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
中
里
字
紅
葉
坂
十

八
番
地
三

小
泊
警
察

官
駐
在
所

中
里
警
察

官
駐
在
所

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
小
泊
字
砂
山
千
百

八
十
七
番
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大

字
中
里
字
紅
葉
坂
十

八
番
地
三

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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